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独居虚弱高齢者における介護予防事業対象者把握の検討

地域看護職の判断と国の基本チェックリストとの比較
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目的 本研究では，ある地域で介護認定を受けていない独居高齢者を対象とした悉皆調査を行い，

介護予防事業対象者把握における基本チェックリストと地域看護職の判断との内容を比較検討

することである。

方法 一次調査は郵送にて，総合的移動能力と厚生労働省による基本チェックリストについて調査

した。二次調査では，地域看護職による訪問面接を行い，介護予防支援の必要性を判断した。

住民基本台帳による A 町全独居高齢者のうち介護認定を受けていない677人に一次調査を行

った結果，501人の質問紙が返送された。一次調査から非独居者，要介護認定者，交通機関を

使って外出可能な者を除外し，110人を二次調査対象とし，そのうち，二次調査時に拒否，死

亡，転居，不在，要介護認定者，介護認定申請が必要であった者等を除外した79人を分析対象

とした。

結果 看護職の判断による介護予防事業対象者は33人（40.7％）であり，基本チェックリストによ

る介護予防事業対象者は12人（15.2％）であった。

看護職の判断と基本チェックリストによる介護予防事業対象者の割合におけるカッパ係数は

0.17であり，両者間の一致率は低かった。看護職による判断の介護予防事業対象者の支援内容

で多かったものは，運動器の向上（66.7％），うつ予防（42.4％），閉じこもり予防（39.4％）

であり，基本チェックリストでは口腔機能改善（50.0％）と栄養改善（41.2％）であった。基

本チェックリストにて，口腔ケアや栄養改善が必要とされていた者は，看護職の判断ではこれ

らの支援が必要とされていなかった。3 種類以上の支援内容が必要とされていた者は，看護職

の判断では，24.2％みられていたのに対し，基本チェックリストでは，全くみられなかった。

結論 独居虚弱高齢者において介護予防事業対象者を把握する際に，基本チェックリストでは看護

職が判断する介護予防事業対象者を見逃す可能性が示された。一方，栄養改善や口腔ケアの必

要な対象者を看護職は見落としやすいと考えられ，今後これらに関するアセスメント内容を改

善することが必要と考えられた。また，基本チェックリストと看護職の判断では必要とされる

支援内容が異なることが明らかにされた。

Key words：介護予防，看護職，高齢者，スクリーニング，独居

Ⅰ は じ め に

介護予防とは「高齢期において，要介護状態にな

ることを防ぐこと，要介護状態になってもそれ以上

に悪化しないようにすること」であり，高齢者の生

活の質（QOL: Quality of Life）の向上をめざし，健

康寿命をできるかぎり延ばそうとする取り組みのこ

とであり1)，その必要性は既に広く認められてい

る。平成12年度介護保険制度の開始以来，地域高齢

者の介護予防は，老人保健事業および健康づくり事

業，また介護予防・生活支援事業（地域支え合い事

業）などによって取り組まれてきた。

介護予防事業は主に通所型と訪問型とに分類され

る。わが国における介護保険制度施行以降に行われ

た通所型の介護予防事業の評価研究2～5)では，その

対象者を選定する基準は「介護認定を受けたが，非

該当であった者｣3)など必ずしも明確ではない。29
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事例の通所型介護予防事業を分析した報告6)におい

ても，自治体で行われている事業の周知方法は，広

報誌や民生委員等へのチラシ配布などが多く，今ま

での通所型介護予防事業は「事業を希望する者」を

主な対象として展開されてきている。

訪問型の介護予防事業に関する評価については，

事業の対象者を外出頻度で選定した報告7)や日常生

活動作（ADLs: Activities of Daily Living）と手段的

日常生活動作（IADLs: Instrumental Activities of
Daily Living）などで選定した報告8)がみられている

が，いずれも効果的な訪問型介護予防事業を展開す

るには，対象者選定基準の精錬が必要であることが

指摘されている。

つまり，通所型にせよ，訪問型にせよ，要介護状

態になりやすいと考えられるハイリスク高齢者を適

切に把握して介護予防事業につなげることが重要な

のは自明のことであるが，実践的には介護予防事業

が必要な高齢者を系統的に把握し，事業に結びつけ

ることの困難さも指摘されている。この困難さの理

由として，鳩野は◯１介護予防を必要とする対象像が

明確でない，◯２介護予防を必要とする高齢者は健診

や健康教育等に参加していないなど基本的に保健福

祉サービスと接点がないため，接触が難しい，◯３介

護予防の必要性があっても問題が表面化しないた

め，対象者本人からの訴えがないことなどを挙げて

いる9)。

平成18年度の介護保険制度改正では，ハイリスク

高齢者にアプローチする方法として，介護予防特定

高齢者施策が位置づけられた10)。この施策は，要支

援・要介護状態になる可能性の高い高齢者を特定高

齢者とし，厚生労働省による基本チェックリスト等

を用いて基本健診などで対象者を把握11,12)しようと

するものである。しかし，基本チェックリストによ

って把握された介護予防事業対象者の実態や特徴な

ど，基礎データはまだ報告されていない。そのた

め，介護予防活動の実務を担う保健師や看護師が介

護予防事業の必要な事例をどのように判断するの

か，その特徴を明らかにし，スクリーニングとして

現在用いられている基本チェックリストでの判断と

の関連を明らかにする必要性がある。

本研究の目的は，介護予防事業対象者把握におけ

る基本チェックリストと地域看護職の判断との内容

を比較検討し，今後の介護予防事業対象者把握方法

について基礎資料を提供することである。なお，本

研究では，地域高齢者の中でより支援の優先順位が

高いと考えられる独居虚弱高齢者を対象としたある

地域での悉皆調査を行った。

Ⅱ 方 法

1. 調査方法と対象

一次調査と二次調査を実施した。一次調査は2005
年11月に，高齢者本人に対して自記式質問紙調査を

行った。質問紙の配布と回収はいずれも郵送による

ものである。二次調査は2006年 2 月～3 月にかけ

て，看護職が対象者宅に訪問し，面接聞きとり調査

を行った。

調査地域とした A 町は大都市からの通勤圏内で

あるが，面積の約80％が山地であり，農業，漁業，

林業なども盛んな地域である。また，年々人口の減

少と高齢化が進んでいる。2005年11月 1 日現在に

は，総人口が19,147人（男性9,080人，女性10,067
人，総世帯7,681世帯）であり，高齢化率は24.5％
と全国平均の20％を上回っている。

本調査の対象者の選択過程を図 1 に示す。まず，

A 町住民基本台帳から抽出した単独世帯高齢者

1,145人から，要支援または要介護と認定されてい

た者468人を除き，677人に質問紙を郵送した。な

お，要介護認定は A 町高齢者福祉担当部門に協力

を依頼して把握した。宛先不明により質問紙が未記

入のまま返送された者が15人，質問紙が返信されな

かった者161人であり，501人の質問紙を回収するこ

とができた（回収率74.0％）。質問紙記入内容から，

実際には配偶者や子ども世帯等と同居していた者99
人，要支援・要介護認定者11人，調査時に入院して

いた者 2 人を除いた。また，本研究では虚弱高齢者

を「電車・バス等と使って一人で自由に外出できな

い者」と操作的に定義し，総合移動能力による「電

車，バス等を使って一人で自由に外出できる」者

279人を除いた。したがって，最終的に110人を二次

調査の対象者とした。

二次調査対象者110人のうち，調査を拒否した者

12人，死亡していた者 2 人，転居していた者 1 人，

不在であった者11人，介護認定を受けていた者 3 人

を除いた81人に二次調査を実施できた。そのうち，

二次調査で看護職の判断により介護認定審査が必要

であるとされた者 2 人を外し，79人を分析対象と

した。

倫理的配慮として，対象者に調査の主旨と目的を

明記した文書を一次調査時，質問紙と一緒に郵送

し，質問紙回収をもって調査に同意が得られたとし

た。文書には，調査結果は統計処理を行い，個人の

氏名等や回答を特定して公表しないこと，調査結果

によっては，A 町の担当看護職が訪問を行う可能性

もあることを明記した。訪問によって対象者に何ら

かの支援が必要と判断された場合は，必要な対応を



85

図１ 本研究における対象者の選択過程と分析対象者
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行うこととした。なお，本研究は A 町福祉部の承

認を得て実施した。

2. 調査内容

1) 一次調査の内容

一次調査の内容は世帯状況，要介護認定状況，総

合的移動能力尺度13)，厚生労働省による基本チェッ

クリスト14,15)である。

厚生労働省による基本チェックリストは要支援・

要介護状態に陥る可能性の高い特定高齢者候補者を

把握するスクリーニングとして，開発されたもので

あり，生活機能に関する 5 項目，運動器に関する 5
項目，栄養に関する 2 項目，口腔機能に関する 2 項

目，閉じこもりに関する 2 項目，認知症に関する 3

項目，うつに関する 5 項目の合計25項目から構成さ

れ，「はい」，「いいえ」の 2 件法でたずねるもので

ある。基本チェックリストから特定高齢者候補者を

選定する際には◯１うつに関する項目を除く20項目の

うち12項目以上該当する者，◯２運動器に関する 5 項

目全てに該当する者，◯３栄養に関する 2 項目全てに

該当する者，◯４口腔機能に関する 3 項目全てに該当

する者のいずれかに該当する者と提案されてい

る12,13)。これらの特定高齢者候補者のうち，指

針12,13)にしたがい，運動器の機能向上，栄養改善，

口腔機能の向上，閉じこもり予防，認知症予防，う

つ予防の必要性を基本チェックリストから算定した。
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2) 二次調査の内容

二次調査では看護職が訪問面接を行い，介護予防

支援の必要性を判断した。

１ 生活機能

手段的日常生活動作状況は食料品や衣料品の買い

物，食事の支度，掃除や洗濯などの簡単な家事，預

金の出し入れなどの金銭管理の 5 項目と基本的日常

生活動作状況については食事，排泄，椅子からベッ

ドへの移乗，着替え，入浴の 5 項目について，自立

しているか否かの 2 件法で把握した。

２ 運動器の機能

運動器の機能の評価はTimed Up & Go test
(TUG)16)と歩行時のふらつきを観察した。TUG は

椅子に座った状態から，起立し，通常歩行する速度

で 3 m の距離を往復し再び椅子に座るまでにかか

る時間を測定するものであるが，本研究では日本の

住宅事情を考慮して，歩行距離を1.5 m に変更し

た。なお分析の際は，対象者の中央値の 8/9 秒で分

類した。

３ 栄養

簡易食物摂取状況調査票17)から低栄養の指標とな

る項目を選択した。選択した項目は魚・肉・大豆製

品・卵の蛋白質と主食の最近 1 か月間の摂取状況で

ある。朝食・昼食・夕食・間食の主食についてはご

飯・おかゆ・麺類を何杯または食パンを何枚相当食

べていたかについてその実数を得点化した。魚・

肉・大豆製品は毎回の食事ごとに食べない（1 点），

少し食べる（2 点），普通に食べる（3 点），たっぷ

り食べる（4 点）とし，1 日に食べる卵については

食べない（1 点），食べたり食べなかったり（2 点），

1 個位（3 点），2 個以上（4 点）として合計点を算

出した。

４ 口腔機能

口腔機能は残存歯や入れ歯の状況などを把握し，

食事摂取の上での不具合などを判断した。

５ 認知機能

認知機能は MMSE (Mini-Mental State Examina-
tion)18)を使用した。MMSE のカットオフポイント

で妥当性が高いと考えられているのは，23/24点で

あり19)，23点以下を認知機能低下の可能性ありと

した。

６ うつ

うつは GDS (Geriatric Depression Scale)20)日本語

版21)の短縮 5 項目版22)を使用した。GDS 短縮 5 項

目版では，2 点以上をうつの可能性ありとすること

が推奨されている22)。

７ 閉じこもり

閉じこもりは社会交流の面から閉じこもっている

かを評価するために家族 APGAR 指数と友人 AP-
GAR 指数24,25)を測定した。各指数10点満点のうち，

3 点以下は家族や友人との関係に大きな不全がある

こと，4～6 点は中等度の不全があることを示す

が，本研究では対象者の中央値の 7/8 点で分類し

て，分析を行った。

８ 他の健康状況

高齢者の健康への自己評価や身体の痛みは 4 段階

のリッカートスケールでたずねた。尿失禁は国際前

立腺症状スコア23)によって評価した。このスコアで

は，計 7 点以下を軽度の排尿障害，8～19点を中等

度，20点以上を高度とするが，本研究の対象者で

は，大部分の者が 7 点以下であったため，対象者の

中央値の 2/3 点で分類して，分析を行った。

上記の訪問面接内容を参考に，各事例について◯１

支援は不要である，◯２介護予防に関する対応や定期

的な見守りが必要である，◯３すぐに支援や対応が必

要である，の三段階で保健センター等に所属する保

健師または看護師が判断し，◯２介護予防に関する対

応や定期的な見守りが必要である者を介護予防事業

対象者とした。さらに，看護職が訪問した事例に必

要な支援内容を記入し，基本チェックリストと同様

に運動器の機能向上，栄養改善，口腔機能の向上，

閉じこもり予防，認知症予防，うつ予防に分類した。

調査を実施した者は14人であり，そのうち 5 年以

上の実践経験を持つ者が13人（92.9％）であった。

実践経験が 2 年であった看護職は 1 人であったが，

その看護職が訪問する際，一部の訪問については実

践経験の長い看護職と同伴訪問を行い，判断を確認

した。なお，調査にあたる者には予め説明会を行

い，可能な限り，統一した判断がもてるように配慮

した。

3. 分析方法

各群の比較検討には，カテゴリー変数は x2 検

定，順序性のあるカテゴリー変数は Mantel-Haen-
szel の x2 検定，連続変数は t–検定を使用した。解

析には統計ソフト SAS Ver. 8.02を使用し，危険率

5％未満を有意差ありとした。

Ⅲ 結 果

1. 一次調査未回収者の特性

一次調査の返送があった者501人と未回収者161人
の性，年齢を比較した。返送があった者のうち男性

は124人（24.8％），女性は377人（75.3％）であり，

未回収者のうち男性は50人（31.1％），女性は111人
（68.9％）であり，有意な関連はみられなかった。

返送があった者の平均年齢は74.0（標準偏差6.0）
才，未回収者の平均年齢は72.7（標準偏差5.7）才
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表１ 看護職の判断による介護予防事業対象者の特徴

n＝79

看護職の判断による
介護予防事業対象者

n＝33

それ以外の高齢者
n＝46 P 値

性 別 女 性 n（％) 28(84.9) 39( 84.8) NS

平均年齢 mean（SD) 75.8( 6.8) 77.0( 6.2) NS

健康状態 とても健康である n（％) 3( 9.1) 9( 19.6) .0010
まあ健康である n（％) 14(42.4) 32( 69.6)
あまり健康でない n（％) 16(48.5) 5( 10.9)
全く健康ではない n（％) 0( 0 ) 0( 0 )

痛みの程度 よく感じる n（％) 14(42.4) 6( 13.0) .0033
ときどき感じる n（％) 4(12.1) 17( 37.0)
たまに感じる n（％) 5(15.2) 3( 6.5)
ほとんど感じない n（％) 10(30.3) 20( 43.5)

手段的日常生活動作の自立者 簡単な買い物 n（％) 27(81.8) 42( 91.3) NS
食事の支度 n（％) 31(93.9) 42( 91.3) NS
簡単な家事 n（％) 32(97.0) 46(100.0) NS
金銭管理 n（％) 31(93.9) 46(100.0) NS

Up & Go test（中央値) 8 秒以下 n（％) 16(48.5) 26( 56.5) NS
9 秒以上 n（％) 17(51.5) 20( 43.5)

栄 養 mean（SD) 12.4( 2.0) 13.0( 2.0) NS

残存歯数 mean（SD) 16.0( 9.3) 14.2( 6.7) NS

義歯の適合性 合っている者† n（％) 3(25.0) 63( 91.3) .0436
合っていない者 n（％) 9(75.0) 6( 8.7)

MMSE 24点以上 n（％) 25(75.8) 41( 89.1) NS
23点以下 n（％) 8(24.2) 5( 10.9)

うつ* 1 点以下 n（％) 15(45.5) 34( 73.9) .0102
2 点以上 n（％) 18(54.5) 12( 26.1)

尿失禁*（中央値) 2 点以下 n（％) 18(54.6) 24( 52.2) NS
3 点以上 n（％) 15(45.5) 22( 47.8)

家族関係（中央値) 8 点以上 n（％) 16(48.5) 27( 58.7) NS
7 点以下 n（％) 17(51.5) 19( 41.3)

友人関係（中央値) 8 点以上 n（％) 9(27.3) 20( 43.5) NS
7 点以下 n（％) 24(72.7) 26( 56.5)

* 得点が高いほど問題がある。† 義歯を持たない者も含む。‡ NS＝not signiˆcant
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と未回収者の方が有意に年齢は低かった（P＝.01）。
2. 看護職の判断による介護予防事業対象者の

特徴

二次調査完了者81人中，看護職の判断では，◯１支

援は不要であった者は46人（56.8％），◯２介護予防

に関する対応や定期的な見守りが必要であった者は

33人（40.7％），◯３すぐに支援や対応が必要であっ

た者は 2 人（2.5％）であった。なお，すぐに支援

や対応が必要であった者はいずれも介護認定の申請

が必要な者であった。看護職の判断による介護予防

事業対象者33人とそれ以外の高齢者46人の基本属性

とその特徴を比較した（表 1）。その結果，介護予

防事業対象者はそれ以外の高齢者に比べて，有意に

健康状態の評価が低く（P＝.0010），痛みをよく感

じており（P＝.0033），うつの程度が強かった（P
＝ .0102）。基本的日常生活動作 5 項目は 79人

（100.0％）全て自立していた。また，介護予防事業

対象者の方に入れ歯が合っていない者が有意に多か
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表２ 基本チェックリストによる介護予防事業対象者の特徴

n＝79

基本チェックリスト
による介護予防事業
対象者

n＝12

それ以外の高齢者
n＝67 P 値

性 別 女 性 n（％) 12(100.0) 55(82.1) NS

平均年齢 mean（SD) 74.5( 6.6) 76.9( 6.4) NS

健康状態 とても健康である n（％) 1( 8.4) 11(16.4) .0058
まあ健康である n（％) 3( 25.0) 43(64.2)
あまり健康でない n（％) 8( 66.7) 13(19.4)
全く健康ではない n（％) 0( 0 ) 0( 0 )

痛みの程度 よく感じる n（％) 6( 50.0) 14(20.9) .0183
ときどき感じる n（％) 4( 33.3) 17(25.4)
たまに感じる n（％) 0( 0 ) 8(11.9)
ほとんど感じない n（％) 2( 16.7) 28(41.8)

手段的日常生活動作の自立者 簡単な買い物 n（％) 11( 91.7) 58(86.6) NS
食事の支度 n（％) 11( 91.7) 62(92.5) NS
簡単な家事 n（％) 12(100.0) 66(98.5) NS
金銭管理 n（％) 11( 91.7) 66(98.5) NS

Up & Go test（中央値) 8 秒以下 n（％) 6( 50.0) 36(53.7) NS
9 秒以上 n（％) 6( 50.0) 31(46.3)

栄 養 mean（SD) 12.3( 1.6) 12.8( 2.1) NS

残存歯数 mean（SD) 13.9( 7.9) 15.5( 8.3) NS

義歯の適合性 合っている者† n（％) 5( 41.6) 59(88.1) .0002
合っていない者 n（％) 7( 58.3) 8(11.6)

MMSE 24点以上 n（％) 10( 83.3) 56(83.6) NS
23点以下 n（％) 2( 16.7) 11(16.4)

うつ* 1 点以下 n（％) 5( 41.7) 44(65.7) NS
2 点以上 n（％) 7( 58.3) 23(34.3)

尿失禁*（中央値) 2 点以下 n（％) 6( 50.0) 36(52.2) NS
3 点以上 n（％) 6( 50.0) 31(46.3)

家族関係（中央値) 8 点以上 n（％) 6( 50.0) 37(53.6) NS
7 点以下 n（％) 6( 50.0) 30(44.8)

友人関係（中央値) 8 点以上 n（％) 4( 33.3) 25(37.3) NS
7 点以下 n（％) 8( 66.7) 42(62.7)

* 得点が高いほど問題がある。† 義歯を持たない者も含む。‡ NS＝not signiˆcant
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った（P＝.0436）。
3. 基本チェックリストによる介護予防事業対象

者の特徴

分析対象者79人中，基本チェックリストによる介

護予防事業対象者は12人であった。12人のうち◯１う

つに関する項目を除く20項目のうち，12項目以上該

当する者は 7 人◯２運動器に関する 5 項目全てに該当

する者は 3 人，◯３栄養に関する 2 項目全てに該当す

る者は 5 人，◯４口腔機能に関する 3 項目全てに該当

する者は 6 人であった（複数回答）。

基本チェックリストによる介護予防事業対象者12
人とそれ以外の高齢者67人の基本属性とその特徴を

比較した（表 2）。その結果，基本チェックリスト

による介護予防事業対象者は有意に健康状態の評価

が低く（P＝ .0058），より痛みを感じていた（P
＝.0183）。また，介護予防事業対象者の方に入れ歯

が合っていない者が有意に多かった（P＝.0002）。



89

表３ 基本チェックリストによる介護予防事業対象

者と看護職の判断による介護予防事業対象者

との関連

n＝79

看護職の判断

基本チェックリスト

計
(人)介護予防事業

対象者
(人)

それ以外
(人)

介護予防事業対象者 8 25 33
それ以外 4 42 46

計 12 67

カッパ係数は0.17（95％信頼区間は0.01–0.35）である。
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4. 基本チェックリストと看護職の判断による介

護予防事業対象者との関連

表 3 のとおり，基本チェックリストによる介護予

防事業者と看護職の判断による介護予防事業対象者

の割合に有意な関連はみられず（P＝.1091），カッ

パ係数は0.17（95％信頼区間 0.01–0.35）であった。

5. 基本チェックリストと看護職の判断による介

護予防事業対象者に必要な支援内容

基本チェックリストと看護職の判断による介護予

防事業対象者に必要な支援内容の比較を表 4 に示

す。その結果，看護職による介護予防事業対象者33
人中，運動器の向上を必要としていた者は22人

（66.7％），うつ予防を必要としていた者は14人
（42.4％），閉じこもり予防を必要としていた者は13
人（39.4％），認知症予防を必要としていた者は 6
人（18.2％），栄養改善を必要としていた者は 4 人

（12.1％）であり，口腔機能改善を必要としていた

者はみられなかった。一方，基本チェックリストに

よる介護予防事業対象者12人中では，口腔機能改善

を必要としていた者が 6 人（50.0％），栄養改善を

必要としていた者は 5 人（41.2％），運動器の向上

を必要としていた者は 3 人（25.0％），認知症予防

とうつ予防を必要としていた者はそれぞれ 1 人

（8.3％）であり，閉じこもり予防を必要としている

者はみられなかった。また，基本チェックリストに

て，口腔機能や栄養改善が必要とされていた者は，

看護職の判断ではこれらの支援が必要とされていな

かった。看護職の判断と基本チェックリストの双方

において一致していた支援内容は運動器の向上が 3
人，うつ予防が 1 人であった。

基本チェックリストと看護職の判断による介護予

防事業対象者に必要な支援内容の組み合わせを表 5
と表 6 に示す。看護職の判断による支援内容では，

3 種類以上の支援が必要であった者が33人中 8 人

（24.2％）であった。一方，基本チェックリストに

よる支援内容では 3 種類以上の支援を必要としてい

る者はみられなかった。

Ⅳ 考 察

本研究では，平成18年度の介護保険制度改正後は

じめて，介護認定を受けていない独居高齢者を対象

に，ある地域で悉皆調査を行い，介護予防事業対象

者把握における基本チェックリストと看護職の判断

との関連を検討し，以下の知見が得られた。

第一に，本研究で選択された基本チェックリスト

による介護予防事業対象者は12人であり，これは A
町の独居高齢者1,145人中，1.0％にあたる。一方，

看護職の判断による介護予防事業対象者は2.9％に

あたる。本研究では二次調査の対象者を選定する際

に，「電車やバス等を使って一人で自由に外出でき

る者」を除外しており，厚生労働省による基本チェ

ックリストの適用方法と全く同じではないが，厚生

労働省による特定高齢者割合の推計である約

5.0％12)に比べると少なかった。本研究を行った地

域では，独居高齢者1,145人中，要支援・要介護認

定者は468人であり，要介護認定割合は40.9％と全

国平均16.5％（平成17年 6 月)26)や A 町全高齢者の

要介護認定割合である21.8％（平成17年 4 月）と比

べても著しく高い。このことより，調査地域の独居

高齢者は介護保険制度をよく認知しており，特定高

齢者に相当する高齢者が既に介護認定をうけてお

り，介護予防事業対象者として挙げられなかった可

能性も考えられた。

第二に，基本チェックリストによる介護予防事業

対象者も看護職の判断による介護予防事業対象者も

健康への自己評価が有意に低く，痛みも有意に強く

感じていた。海外の報告では「非常に元気な高齢者」

と「重度の障害のある高齢者」の中間にあたる虚弱

な地域高齢者を選択する際の簡便なスクリーニング

項目として，健康への評価や痛みの程度なども有用

であるという指摘27)もある。したがって，今後，介

護予防の必要な高齢者を把握する際に，健康への評

価や痛みの程度などについて，スクリーニング項目

に加えてもよいと考えられた。

第三に，基本チェックリストと看護職の判断によ

る介護予防事業対象者の割合におけるカッパ係数は

0.17とその一致度は低かった。このことから基本チ

ェックリストと看護職との判断は必ずしも一致して

いないと考えられた。また，閉じこもり予防，認知

症予防，運動器の向上，うつ予防，栄養改善につい

ては看護職が介護予防支援を必要と判断している

が，基本チェックリストではこれらの支援が必要と
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表４ 基本チェックリストと看護職の判断による介護予防事業対象者に必要な支援内容

事例 看護職の判断による支援内容 基本チェックリストによる支援内容

Ⅰ. 看護職の判断のみにおける介護予防事業対象者

1 運動 栄養 閉じこもり うつ

2 運動 栄養 うつ

3 運動 栄養 うつ

4 運動 認知症 うつ

5 閉じこもり 認知症 うつ

6 運動 閉じこもり

7 運動 閉じこもり

8 運動 栄養

9 運動 うつ

10 運動 うつ

11 閉じこもり うつ

12 閉じこもり うつ

13 運動

14 運動

15 運動

16 運動

17 運動

18 運動

19 閉じこもり

20 閉じこもり

21 認知症

22 認知症

23 認知症

24 認知症

25 うつ

Ⅱ．看護職の判断と基本チェックリストと双方における介護予防事業対象者

26 運動 閉じこもり うつ 認知症 うつ

27 運動 閉じこもり うつ 運動 口腔

28 運動 閉じこもり うつ 口腔

29 運動 閉じこもり 運動

30 運動 閉じこもり 栄養 口腔

31 運動 栄養 口腔

32 運動 運動

33 うつ 栄養

Ⅲ．基本チェックリストのみにおける介護予防事業対象者

34 栄養

35 栄養

36 口腔

37 口腔
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はされていなかった。このことから，とくに閉じこ

もり予防，認知症予防，運動器の向上，うつ予防，

栄養改善の必要性などについては，基本チェックリ

ストでは看護職が判断する介護予防事業対象者を見

逃す可能性が示唆された。介護予防事業対象者を把

握する際には，実際に介護予防事業展開にあたる看

護職や福祉職のアセスメントを考慮にいれる必要性

が示唆された。
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表５ 看護職の判断による介護予防事業対象者に必

要な支援内容の組み合わせ

n＝33

支援内容の組み合わせ 人数
(人)

割合
(％)

1. 3 種類以上の支援が必要であった者 8 24.2

｢運動」｢栄養｣「閉じこもり｣「うつ｣ 1 3.0
｢運動｣「閉じこもり｣「うつ｣ 3 9.1
｢運動｣「栄養｣「うつ｣ 2 6.1
｢運動｣「認知症｣「うつ｣ 1 3.0
｢閉じこもり」｢認知症｣「うつ｣ 1 3.0

2. 2 種類の支援が必要であった者 9 27.3

｢運動｣「閉じこもり｣ 4 12.1
｢運動｣「うつ｣ 2 6.1
｢閉じこもり｣「うつ｣ 2 6.1
｢運動｣「栄養｣ 1 3.0

3. 1 種類の支援が必要であった者 16 48.5

｢運動｣ 8 24.2
｢認知症｣ 4 12.1
｢閉じこもり｣ 2 6.1
｢うつ｣ 2 6.1

表６ 基本チェックリストによる介護予防事業対象

者に必要な支援内容の組み合わせ

n＝12

支援内容の組み合わせ 人数
(人)

割合
(％)

1. 2 種類の支援が必要であった者 4 33.3

｢栄養｣「口腔｣ 2 16.7
｢運動｣「口腔｣ 1 8.3
｢認知症｣「うつ｣ 1 8.3

2. 1 種類の支援が必要であった者 8 66.7

｢栄養｣ 3 25.0
｢口腔｣ 3 25.0
｢運動｣ 2 16.7
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介護予防は，学際的な職種で取り組む課題である

が，看護職はより介護予防事業対象者を発見しやす

い職種であり28)，介護予防事業の実務を担っている

職種でもある。本研究では看護職が面接を行い，介

護予防事業対象者の選択を試みたことが特徴であ

る。看護職の判断と基本チェックリストにおいて，

必要な介護予防支援内容を比較した結果，看護職の

判断で約 4 割以上の対象者にあげられた支援内容は

運動器の向上，うつ予防，閉じこもり予防であった

のに対し，基本チェックリストでは口腔機能改善と

栄養改善であり，基本チェックリストと看護職の判

断では必要とされる支援内容は異なるものであるこ

とが本研究によって明らかにされた。また，看護職

の判断では 3 種類以上の支援内容が必要であった者

が24.2％みられた。運動機能や閉じこもり，認知機

能，うつなどは相互に関連しているものであ

り29,30)，ある 1 つの介護予防支援を必要としている

高齢者が同時に他の内容の支援を必要としていると

考えられる。元来，介護予防の目標は高齢者の総合

的機能の低下予防であり31)，多面的な介入を同時に

行うことの重要性が本研究でも示唆された。

一方，基本チェックリストにて口腔ケアや栄養改

善が必要とされていた者は，看護職の判断ではこれ

らの支援が必要とされていなかった。このことから

栄養改善や口腔ケアの必要な対象者を看護職は見落

としやすいと考えられ，今後これらに関するアセス

メントを改善することが必要と考えられた。

しかしながら，本研究を解釈するにあたって考慮

しなければならない点があると考える。

まず，本研究では一次調査未回収者は返送者に比

べて，年齢が若かった。前期高齢者は比較的健康問

題が少なく，高齢者自身に不安がないため，本調査

に返信してこなかった可能性が示された。一方で未

回収者は心理社会的問題をもっているため，返信し

ないことも推測され，未回収者について年齢以外の

特性を検討することも必要である。

本研究は経験 5 年以上の看護職は一致した判断を

すると想定して実施したが，看護職の判断の一致性

についても，さらなる検証が必要と考える。また，

看護職が判断した介護予防事業対象者が実際に要介

護状態になりやすい対象者なのか，その予測的妥当

性について，縦断調査等にて検討することが今後の

課題である。本研究では看護職の判断に焦点をあて

て，介護予防事業対象者把握方法を論じてきたが，

地域の住民や福祉職など他の専門職などを活用した

把握方法のエビデンスも明らかにすべきである。

最後に，本調査の対象が独居高齢者に限られてい

ることや著しく介護認定率が高い集団であったこ

と，調査地域が地方の一地域であり，地域性に特徴

があることなどが考えられ，本研究の一般化には限

界があると考える。

本研究の実施にあたり，調査に参加して下さった高齢

者とご家族の皆様に，心より御礼申し上げます。また，

大阪府岬町保健センタースタッフの皆様に深謝いたしま

す。

なお，本研究は平成18年度学術振興会科学研究費補助

金（基盤研究 B：研究代表者河野あゆみ）によって実施

された。また，一部は平成16年度ユニベール財団研究助

成によって実施された。
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